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公務上　　
認定の場合

療養補償の手続
（被災職員が治療費等を支払っていない場合）

基金が支払

非指定医療機関で受診した場合

療養補償請求書を医療機関へ提出

療養補償請求書を医療機関より受領

所属へ療養補償請求書を提出

所属・任命権者から基金へ

指定医療機関で受診した場合

医療機関が基金へ請求

療養の給付請求書及び療養費請求書
を医療機関へ提出

（被災職員が治療費等を支払った場合は、所属の担当者に問い合わせてください。）
※指定医療機関とは、公益社団法人東京都医師会に加入している医療機関や都立
病院などのことです。

休業補償

休業補償の手続

療養のため勤務できない場合で、給与を
受けないときに補償される。
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・基金都支部から
直接被災職員に
通知される場合
があります。
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障害を残し治ゆ

療養の現状等に
関する報告書の提出

治ゆせず１年６か月
経過した場合

傷病等級１～３級
に該当する場合

福　祉　事　業

・外科後処置
・補装具
・リハビリテーション
・アフターケア
・ホームヘルパー等の派遣
・奨学援護金
・就労保育援護金　等

公務外　　
認定の場合

災害補償事務の流れ（概要）

障害等級該当と認定された場合
障害補償
請求

障
害
補
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※

負傷・疾病

支 部 審 査 会

地方公務員災害補償基金東京都支部　東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎 北棟35階

管理担当 ０３（５３２０）７３６２　補償第一担当 ０３（５３２０）７３６３　補償第二担当 ０３（５３２０）７３６４

年金求償   ０３（５３２０）７３６６　審査担当　   ０３（５３２０）７３６７ （R2.3）

傷病補償年金
１～２級で常時又は随時介護を要する者

・支部長が行う補償に関する決定に
不服がある場合は、３か月以内に、
支部審査会に対して審査請求をする
ことができます。

公務災害・通勤災害
制度のあらまし

地方公務員災害補償基金東京都支部

地方公務員が公務上の災害又は通勤による
災害を受けた場合には、その災害によって生じた

損害について補償が行われます。
補償は、地方公務員災害補償基金が実施しています。

◆補償を受
けるには

◆公務災害
とは

◆通勤災害
とは

◆補償の内
容は



① 補償の原因である災害が、第三者の行為によって発生した場合には、示談（賠償）先行か補償先行かを選択することになります。示談先行は、
交通事故（自転車事故を含む。）の場合で、第三者が自動車の任意保険や自転車の総合保険に加入しており、かつ、被災職員に過失のない場合に
は、基金の補償対象外である慰謝料のほか物損についても一括して補償が受けられるメリットがあります。

② 交通事故の場合であっても、第三者が自動車の自賠責保険（強制保険）にしか加入していない場合や自転車の総合保険に加入していない場
合、交通事故以外（飼い犬にかみつかれた、暴行を受けた等）の場合で、補償先行を選択した場合は、基金は、基金が補償した範囲内で当該
第三者に対し損害賠償を請求することとなりますので、次のことに注意してください。
＊ 交通事故（自転車事故を含む。）の場合は、必ず直ちに事故発生を警察に通
　 報し、相手方の加入保険内容（自賠責保険・任意保険）を記録しておくこと。
＊ 相手方の氏名、住所、電話番号、勤務先等を必ず確認しておくこと。
＊ 災害発生の状況をできるだけ正確に記録し、目撃者等の確認をしておくこと。
＊ 示談をする場合には、必ず前もって、所属の担当者を通じて基金に
　 申し出ること。（補償方針変更の届出が必要となります。）

加害者のある災害の場合《交通事故（自転車事故を含む。）に遭った、飼い犬にかみつかれた、暴行を受けた等》は

休業補償 　傷病補償年金を受ける場合を除き、療養のため勤務することができない期間で給与が支払われなかったときに支給されます。
なお、給与で措置する団体もあります。

傷病補償年金 　療養を開始して1年6か月を経過しても傷病が治らず、一定の傷病等級に該当する状態が継続している間、その程度に応じて
支給されます。

介護補償 　傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち、一定の障害等級に該当し、常時又は随時介護を受ける場合に支給され
ます。

遺族補償 　死亡した職員の遺族に対して、遺族の状況に応じて、年金又は一時金が支給されます。

葬祭補償 　死亡した職員の葬祭を行う者に対して、一時金が支給されます。

　医師の診察、治療、薬剤、移送等必要な療養の費用は、原則として基金が負担します。ただし、服務関係で勤務先に提出す
る診断書料、差額ベッド代等支給の対象とならない場合がありますので、事前に所属の担当者に相談してください。

療養補償

障害補償 　傷病が治ゆ（症状固定）したとき、残った障害の程度に応じて、年金又は一時金が支給されます。

死亡した場合

負傷又は疾病の場合

障害が残った場合

次のような場合、
経路の逸脱又は通勤の
中断として、それ以後の
災害は、通勤災害とは
認められません

補償を受けるには、まず認定請求を

公務災害とは

補償の内容は
　補償を受けるためには、その災害（負傷、疾病、障害又は死亡）が、公務災害又は通勤災害
であるという認定を受ける必要があります。
　認定及び補償は、被災職員やその遺族等の請求に基づいて行われます。
　認定請求の手続は、すべて所属長・任命権者を通じて行われます。
　認定請求に必要な書類や作成方法等は、所属の担当者に相談してください。

　公務災害又は通勤災害と認定されると、次のような補償を受けることができます。
「補償」は、身体的損害に限られ、物的損害や精神的損害（慰謝料）は含まれません。
※故意の犯罪行為若しくは重大な過失により事故を発生させた場合等は、休業補償等について補償制限の適
用を受ける場合があります。

災害の発生

職場へ連絡
すぐ受診を

認定請求

療　　養

治　　ゆ

　職員に災害が発生した場合、それが公務災害として
認められるためには、まず、職員が公務に従事し、かつ、
その災害が公務に起因したものであることが必要です。 通勤災害とは 　職員が、勤務のため住居と勤務場

所との間等を合理的経路及び方法に
より往復する途上で発生した災害は、
原則として通勤災害となります。

公務災害として
認められるのは

次のような場合は、
公務災害とは
認められません

●通常又は臨時に割り当てられた自己の「職務を遂行中」の負傷
●「任命権者が行う研修に参加中」の負傷
●「任命権者の支配管理下において行われる健康診断中」の負傷
●勤務時間中の用便等のための往復行為等の「職務遂行に伴う合理的行為中」の負傷
●勤務開始前又は終了時の更衣等の「準備」又は「後始末」行為中の負傷
●「出張中」の負傷
●「任命権者が計画実施したレクリエーション参加中」の負傷
　等です。

●勤務時間中にタバコを買いに行く等の「私的行為中」の負傷
●「本人の素因」により発症した疾病
●けんか等の「私的怨恨」による負傷

合理的経路とは
次のような場合
を言います

●通勤届や定期券による経路
●通勤届や定期券による経路ではないが、通常これと代替することが考えられる経路
●当日の交通事情により、やむを得ず迂回した経路

　認定請求書は、診断書のほか必要な資料を添付して、でき
る限り早く提出してください。
　請求の結果については、認定通知書で通知します。

　公務災害又は通勤災害と認められた場合には、基金への療
養費の請求に必要となる療養費請求書等の用紙を、医療機関
に提出してください。

　治ゆ（症状固定）したときは、速やかに治ゆ報告書を提出
してください。
　障害が残ったときは、所属の担当者に申し出てください。

　災害の発生状況を詳細に把握し、職場へ報告してください。
　認定請求の方法及び治療費の支払方法等、分からないこと
は、所属の担当者に相談してください。

しかし、合理的経路及び方法により
往復する途上で発生した災害でも…

●その途中で「友人と居酒屋で酒を飲む」等の、通勤とは関係のない目的で経路から
それた（逸脱）場合
●「道路上で、バッタリ出会った友人と長時間にわたって話をする」等、経路上であっ
ても通勤とは関係ないことをした（中断）場合
　ただし、「パン、米、肉、野菜等の食料品を購入」したり、「理髪店で調髪」をする等の
「日常生活上必要な行為」を、「やむを得ない事由」で、「最小限度」行う場合には、合理
的経路に復した後に発生した災害は通勤災害となります。




